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Ⅱ 水質の保全 

 

１ 公共用水域の水質の保全 

 

 (１)水質・底質の監視 

水質汚濁防止法に基づき、公共用水域（河川・海域）の水質と、水質にも影響を及

ぼす可能性がある底質（河川や海底に堆積している土砂）の調査を実施しています。 

 

①  水質調査〔人の健康の保護に関する項目〕 

人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として 27 項目の環境基

準が定められており、令和元年度は２９地点（河川２７、海域２）において調査を

実施しました＊。その結果、河川の１地点を除く２８の調査地点において、環境基

準を達成していました。 

 

②  水質調査〔生活環境の保全に関する項目〕 

生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定めら

れています。生活環境項目の環境基準は、環境基準点で評価し、河川については８

項目、海域については１１項目が類型ごとに定められており、令和元年度は３１地

点（河川２７、海域４）において調査を実施しました＊。 

その結果、全体的な傾向としては概ね良好な状態であり、市内の１５類型指定水

域（河川１２、海域３）のうち、有機物汚濁の指標である河川の BOD・海域の COD

については、河川の１類型指定水域及び海域の３類型指定水域を除く１１類型指定

水域（河川１１）で環境基準を達成していました。達成しなかった水域については、

原因を調査し改善につなげています。 

 

③底質調査 

河川・海域の底質は、一旦汚染されると有害物質が蓄積されるため汚染が長期に

わたり、溶出等により公共用水域にも影響を及ぼす可能性があります。環境省では、

その残存性を考慮し、水銀と PCB について暫定除去基準を定めています。 

令和元年度は、白川（吉原橋）、坪井川（千金甲橋）、天明新川（六双橋）及び海

域（St-6、St-7、St-8）で調査を実施しましたが、暫定除去基準を超える水域はあ

りませんでした。 

 

＊  本市域においては、熊本市以外に一級河川の白川や加勢川を国土交通省、海

域の一部を熊本県が調査を実施しています（地点数は熊本市の調査実施分で

す）。詳細は、「公共用水域の調査地点と類型」をご参照下さい。 
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■各環境基準点における BOD（河川）・COD（海域）環境基準達成状況 

 

河川名 

海域名 

測定地点名 類

型 

環境 
基準値 
(㎎/L) 

BOD・COD の 75％水質値(㎎/L) R01 年度 
環境基準 
達成状況 H27 H28 H29 H30 R01 

白 川 吉原橋 A 2 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 ○ 

 小島橋＊ B 3 0.6 1.1 1.3 1.3 0.7 ○ 

坪井川 堀川合流前 A 2 0.7 0.8 0.9 1.1 0.7 ○ 

 上代橋 C 5 3.7 2.2 4.3 4.4 2.8 ○ 

 千金甲橋 C 5 3.4 1.8 2.5 3.4 2.4 ○ 

堀 川 坪井川合流前 D 8 3.9 3.0 1.9 2.1 1.7 ○ 

井芹川 山王橋 A 2 1.1 1.4 1.6 1.4 1.3 ○ 

 尾崎橋 B 3 1.2 1.2 1.7 1.3 1.1 ○ 

緑 川 上杉堰＊ A 2 1.4 1.0 1.5 1.3 1.7 ○ 

加勢川 大六橋＊ A 2 1.3 1.4 2.0 1.4 1.5 ○ 

天明新川 六双橋 B 3 1.5 1.5 1.6 1.9 1.9 ○ 

合志川 芦原橋＊ A 2 1.7 1.3 2.8 1.8 2.3 × 

有明海 St-6(坪井川河口) B 3 2.1 2.5 2.4 2.3 3.5 × 

 St-8(緑川河口) B 3 2.4 2.3 2.2 2.6 3.5 × 

 St-7(白川地先) 

St-9(緑川地先) 
A 2 

2.1 
1.7 

2.4 
2.3 

2.1 
1.8 

2.1 
2.2 

3.0 
2.7 

× 

 備考 ○：基準達成、×：基準未達成  下線がある数値：環境基準値超過、＊：国土交通省の調査地点  

「BOD･COD の 75％水質値」とは、年間の日間平均値の全デ－タを、その値の小さいものから順に並べ、0.75×ｎ

（ｎは日間平均値のデ－タ数）番目のデ－タ値のこと。BOD・COD の環境基準の達成状況の評価は、この数値で行

うこととされています。  

千金甲橋(坪井川)、尾崎橋(井芹川)については平成 19 年度に環境基準値の見直しが行われているため、見直し

後の環境基準値を用いて昭和 55 年からの評価を行っています。また、平成 22 年度より、合併した植木町の芦原

も含めて集計しています。  

 

■BOD（河川）・COD（海域）の環境基準達成率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

 下水道人口普及率の推移について、平成 20 年度は合併した富合町区域分も含めて、平成 21 年度からは合

併した植木町・城南町区域分も含めて集計しています。 
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公共用水域の調査地点と類型  
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(２)水質汚濁の防止 

 

①排水規制等の概要  

本市域では、水質汚濁防止法、熊本県生活環境の保全等に関する条例、熊本県地

下水保全条例及び熊本市公害防止条例に基づく排水基準等の規制により、工場・事

業場による公共用水域の水質の汚濁を防止しています。 

 

②排水に関する規制や指導の状況 

本市では、事業場が設置される際、設置者に対し、排水の処理等を適切に行い、

排水基準を遵守するよう指導を行っています。 

また、事業場に定期的に立ち入りを実施し、施設の管理状況の確認や排水の検査

を行い、排水基準に適合しない事業場には行政指導や改善命令等の処分を行ってい

ます。 

令和元年度は、延べ５８事業場に対して立ち入りを実施しました。その結果、６

事業場で排水基準の違反があり、排水処理の改善等の指導を行いました。 

 

 (３)水質汚濁事故対応 

公共用水域、土壌、地下水において、重油等の油や有害物質の流出、へい死魚事故

等の水質汚濁事故が発生した場合は、直ちに河川管理者等の関係機関と連携し、被害

拡大の防止を実施するとともに、原因究明の調査を行い、原因者に対して再発防止に

関する指導を行います。また、水質汚濁事故の発生を未然に防止するための啓発も行

っています。 

令和元年度は３４件の水質汚濁事故が発生し、対応を行いました。 
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２ 地下水の水質の保全 

 

（１）水質の監視 

昭和５０年代後半、全国的に工場・事業場に起因する地下水の汚染が確認される中、

環境省が実施した昭和５７年の地下水質調査によって、本市域内においても地下水汚

染が判明したことから、熊本市では地下水の水質調査を開始しました。 

その後、平成元年の水質汚濁防止法の改正により、地下水の水質の常時監視が義務

化され、水質汚濁防止法に基づく地下水質の調査を継続して実施しています。 

地下水質の調査は、目的に応じて調査の種類を分けています。令和元年度の調査実

施状況と結果は、以下のとおりです。 

 

地下水質の調査の種類 

調査名 調査の目的 
R 元年度調査井戸本数 

（うち、基準値超過本数） 

概況調査 新規概況調査 

（Ｇ点） 

未把握の地下水汚染を発見するため新た

な地点を選定して行う調査 
  0 本 

定点監視調査 

（Ｔ点） 

定点（地域の代表地点）において、広域

的な地下水質の動向を経年的に把握する

調査 

39 本   

（8 本）  

定点監視調査 

補助点調査 

（Ｎ点） 

定点監視調査を補う地点の調査（主に東

部地域の硝酸性窒素を監視する調査） 

21 本   

（0 本）  

継続監視 

調査 

汚染地区調査 

（Ｍ点） 

環境基準値を超過した汚染地区の地下水

質の動向を継続的に把握するための調査 

143 本   

（56 本）  

検出井戸周辺

地区調査 

（Ｋ点） 

環境基準値は超過していないが汚染物質

が検出された地区の地下水質の動向を継

続的に把握するための調査 

12 本   

（0 本）  

汚染井戸周辺地区調査 

（Ｓ点） 

新たに発見された汚染の範囲を確認する

ための調査 
  0 本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の主な流れ 

概況調査 

新規概況調査（Ｇ点） 

定点監視調査（Ｔ、Ｎ点） 

汚染井戸周辺地区調査（Ｓ点） 

地下水の概況を調査  

汚染地区調査（Ｍ点） 

検出井戸周辺地区調査（Ｋ点） 

継続監視調査  

３年間  環境基準達成 

汚染地区等の監視 

新たな汚染の発見 

監視を継続 

調査終了  

３年間  不検出 

汚染範囲等を確認 
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①概況調査 

地域の地下水質の概況を把握するための調査です。 

 

ア．定点監視調査（Ｔ点） 

定点（地域の代表地点）において、広域的な地下水質の動向を経年的に把握す

るための調査です。令和元年度は、３９本の井戸で調査を実施しました。調査項

目は、地下水の環境基準が定められている２８項目※としました。 

結果は、３９本のうち、８本で環境基準値を超過しました。その内訳は、砒素

３本、ふっ素５本、ほう素２本でした（重複する井戸あり）。 

砒素、ふっ素、ほう素の環境基準値の超過は、熊本市の南部および南西部地域

に見られる自然的要因による汚染であり、経年的な濃度の変動はほとんどありま

せん。また、硝酸性窒素は、環境基準値の超過はないものの、主要な地下水帯で

ある東部地域から江津湖周辺にかけて、経年的に濃度が上昇傾向を示しています。 

 
※アルキル水銀については総水銀が検出されたときに調査することとしているため、通

常は 27 項目を調査している。 

※PCB は熊本市内を 4 年間で一巡するローリング調査を実施している。 

 

イ．定点監視調査補助点調査（Ｎ点） 

定点監視調査を補う地点の調査で、主に、主要な地下水帯である東部地域にお

いて硝酸性窒素を監視する調査です。また、平成２７年度からは環境基準値未満

ではありますが、比較的硝酸性窒素濃度が高い地点が存在する南区城南町におい

ても調査をしています。 

令和元年度は、２１本の井戸で硝酸性窒素の調査を実施しましたが、環境基準

値を超過した井戸はありませんでした。 

 

②継続監視調査 

汚染地区等の地下水質の動向を監視するための継続的、経年的な調査です。 

 

ア．汚染地区調査（Ｍ点） 

環境基準値を超過した汚染地区の地下水質の動向を継続的に把握するための調

査です。 

令和元年度は、１４３本の井戸で調査を行いました。調査項目は、各汚染地区

の汚染物質とその分解生成物としました。 

結果は、調査を実施した１４３本のうち、５６本の井戸で環境基準値を超過し

ました。その内訳は次表のとおりです。 

市内十数か所に点在する有機塩素系化合物、ベンゼン、重金属、全シアンによ

る地下水汚染は、その濃度に応じて浄化対策や監視を継続して実施しています。 

植木町地域、北部地域、北西部地域、東部地域に存在する硝酸性窒素による汚

染は、各井戸の濃度を見ると、濃度が減少している地点・増加している地点が混

在しており、現在のところ全体的な改善傾向は認められていません。 
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硝酸性窒素による汚染を改善するため、市では「第３次熊本市硝酸性窒素削減

計画」に基づき対策を推進しています。 

南部、南西部及び植木町地域に存在する砒素・ふっ素・ほう素による汚染は、

自然的要因による汚染であり、引き続き地域全体の監視を継続します。 

 

継続監視調査における環境基準超過井戸数の内訳（令和元年度） 

項目 調査井戸数 基準超過井戸数 

有機塩素系化合物 

（ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、 

1,1-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ※） 

34 9 

ベンゼン 15 1 

硝酸性窒素 65 21 

全シアン 3 0 

鉛 3 0 

セレン 3 0 

砒素 34 17 

ふっ素 36 18 

ほう素 29 0 

全体 143 56 

※有機塩素系化合物とは表中の括弧内の 6 項目を集計したもの 

※重複があるため各項目の井戸数の合計と「全体」の井戸数は一致しない 

 

 

※平成 22 年度より、合併した植木町、城南町分が追加 

汚染地区調査における環境基準超過井戸本数の推移 
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イ．検出井戸周辺地区調査（Ｋ点） 

環境基準は超過していないが汚染物質が検出された地区、又は汚染地区調査に

おいて３年間環境基準を達成した地区の地下水質の動向を継続的に把握するため

の調査です。令和元年度は、１２本の井戸で調査した結果、全ての井戸で環境基

準値を達成していました。 

 

 

 ③まとめ 

本市の地下水質の状況は、一部の地域に汚染がみられますが、全体としては良好

な状態です。 

これまでに判明した有機塩素系化合物やベンゼンによる局所的な地下水汚染につ

いては、その濃度に応じて浄化対策や監視を継続して実施しており、汚染範囲及び

汚染濃度は改善しています。 

硝酸性窒素による地下水汚染については、植木町地域、北部地域及び北西部地域

において基準の超過がみられており、また、東部地域においては基準値以下である

ものの濃度は上昇傾向にあることから、「第３次熊本市硝酸性窒素削減計画」に基づ

き対策を推進しています。 

また、南部地域、南西部地域及び植木町地域においては、自然的要因による砒素・

ふっ素・ほう素の汚染がみられています。 

 



 

 

 地 下 水 質 調 査 結 果 の 総 括 表 （令和元年度） 

 

物質名  

環境基準項目  

全体  ｶﾄﾞﾐｳﾑ 全ｼｱﾝ 鉛  
六価ｸﾛ

ﾑ 
砒素  総水銀  ＰＣＢ  

ジクロ

ロメタ

ン  

四塩化

炭素  

1,2-ジ

クロロ

エタン  

ｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ※  

1,1-ｼﾞ

ｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ 

1,2-ｼﾞ

ｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ 

1,1,1-

ﾄﾘｸﾛﾛｴ

ﾀﾝ 

1,1,2-

ﾄﾘｸﾛﾛｴ

ﾀﾝ 

ﾄﾘｸﾛﾛｴ

ﾁﾚﾝ 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ

ｴﾁﾚﾝ 

1,3-ｼﾞ

ｸﾛﾛﾌﾟﾛ

ﾍﾟﾝ 

ﾁｳﾗﾑ ｼﾏｼﾞﾝ 
ﾁｵﾍﾞﾝｶ

ﾙﾌﾞ 
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ｾﾚﾝ 

硝酸性

窒素  
ふっ素  ほう素  

1,4-ｼﾞ

ｵｷｻﾝ 

環境基準値（ mg/L 以下） 0.003 不検出  0.01 0.05 0.01 0.0005 不検出  0.02 0.002 0.004 0.002 0.1 0.04 1 0.006 0.01 0.01 0.002 0.006 0.003 0.02 0.01 0.01 10 0.8 1 0.05 

概
況
調
査 

新

規

概

況

調

査

（
Ｇ
） 

調査井戸数                              

検出井戸数                              

超過井戸数                              

定
点
監
視
調

査
（
Ｔ
） 

調査井戸数  39 39 39 39 39 39 9 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

検出井戸数  0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 32 35 0 39 

超過井戸数  
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 

2 0 8 

（ 0）  （ 0） （ 0） （ 0） （ 3）  （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 0） （ 4）  （ 2）  （ 0）  （ 7）  

定
点
監
視
調

査
補
助
点
調

査
（
Ｎ
） 

調査井戸数                         21    21 

検出井戸数                         21    21 

超過井戸数  
                       0    0 

                       （ 0）     （ 0）  

継
続
監
視
調
査 

汚
染
地
区
調

査
（
Ｍ
） 

調査井戸数   3 3  34      34 34 34 7  34 26     15 3 65 36 29  143 

検出井戸数   0 0  22      1 4 5 0  12 

 

16     1 0 64 36 29  122 

超過井戸数  
 0 0 

 

 17      0 0 1 0  5 

 

5 

 

    1 0 21 

 

18 0  56 

 （ 0）  （ 0）   （ 18）      （ 0）  （ 0）  （ 1）  （ 0）   （ 3）  

）  

（ 4）      （ 1）  （ 0）  （ 23） （ 19） （ 0）   （ 58） 

検
出
井
戸
周

辺
地
区
調
査

（
Ｋ
） 

調査井戸数            12 12 12   12 12           12 

検出井戸数            0 0 0   4 7           8 

超過井戸数  
          0 0 0   0 0           0 

          （ 0）  （ 0）  （ 0）    （ 0）  （ 0）            （ 0）  

合計  
（計画分）  

調査井戸数  39 42 42 39 73 39 9 39 39 39 85 85 85 46 39 85 77 39 39 39 39 54 42 125 75 68 39 215 

検出井戸数  0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 16 23 0 0 0 0 1 0 111 68 64 0 190 

超過井戸数  0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 0 0 0 0 1 0 21 23 2 0 64 

 

※検出井戸数とは、各項目が検出された井戸数。超過井戸数とは、各項目の環境基準値を超過した井戸数。検出井戸数には超過井戸数を含む。  

※（ ）内は前年度の調査で環境基準を超過した井戸の数。  

 ※平成 29 年 4 月 1 日から項目名が「塩化ビニルモノマー」から「クロロエチレン」に変更。  
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

42 41

110

103

36

3

4

13 12

34 35

9

51

40

1415

17 18

4344

1011

33

32

48

5253

19 21

4647 45

107

106

109

108

102

104

：同一箇所で深さが異なるもの
（左から深い順）

：環境基準達成井戸

：環境基準超過井戸

ふっ素・ほう素

砒素

砒素

ふっ素

地下水質調査結果

調査項目 環境基準項目
調査実施井戸 39本
環境基準超過井戸 8本

【定点監視調査（T点）】

20

ふっ素

(数字は井戸管理用番号）

ふっ素・ほう素

ふっ素

17



259

261

269 264

267

152
10149

34

35

164

118
155

185

東野

（環境基準達成）

301,302
303,309,310
313,340,341

181

183

184

179

182
178

11

地下水質調査結果

調査項目 揮発性有機化合物
調査実施井戸 49本（熊本市調査分）
環境基準超過井戸 10本（熊本市調査

【汚染地区調査（M点）】

高平台

清水
託麻西

小山

健軍

城東

向山春竹

八幡

：環境基準達成井戸

：環境基準超過井戸

：環境基準超過井戸(事業者等測定分）

168

84

187

春日

74

39

174

159

177

15

150

(数字は井戸管理用番号）

田崎Ｂ

352

342

343

358

359

萩原

186
353

188

355 12

176

175

37

72

：環境基準達成井戸(事業者等測定分）

167

弓削

18



59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

276

285

275

277

278

274
292

294

288

287

290

241

242

233

209

206
205

207

236

237

220

219

221
228

229
238

201

202

222

249

248

247

246

234

223

244

272

258

269 267

268
264

259

1
4

14
13

N153

24

12

20 104

10

101

103

102

N点（定点調査補助点調査）

地下水質調査結果

調査項目 硝酸性窒素
調査実施井戸 65本
環境基準超過井戸 21本

【汚染地区調査（M点）】

：環境基準達成井戸

：環境基準超過井戸

224

256

232

262

N151

298

295

297

217

296

401

299

N154

210

227

254

273 281

280
279

(数字は井戸管理用番号）

402

159

357

356

403

155

160

156

158

157

19



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

地下水質調査結果

調査項目 砒素・ふっ素・ほう素
調査実施井戸 33本
環境基準超過井戸 25本

【汚染地区調査（M点）】

326

351

331

138

325
348

171

335

333

139
137 173

346

336

129133

128

132

185

168
136

315

170

337

321 316

318
317

347

：環境基準達成井戸

：環境基準超過井戸

329

(数字は井戸管理用番号）

356

357

328

20
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（２）地下水汚染対策 

本市において現在判明している地下水汚染は、工場・事業場等が原因である揮発性

有機化合物等による汚染、畑地での過剰な施肥や家畜排せつ物の不適正処理などが原

因である硝酸性窒素による汚染、また自然的な要因である砒素・ふっ素・ほう素によ

る汚染があります。 

地下水汚染が判明した場合は、まず飲用に関する指導を行います。そして、汚染の

原因や濃度などに応じて、浄化や監視などの対策を行っています。 

 

①工場・事業場等が原因である地下水汚染対策 

工場・事業場等が原因である地下水汚染は、有害物質が施設からの漏洩等によっ

て地下へ浸透することで引き起こされます。地下水は一旦汚染されると、汚染物質

が長期間にわたり残留し短期間では改善しません。 

現在までに本市域で確認された地下水汚染事例は２５件ありますが、浄化対策の

実施等により改善が進んでいます。また、浄化対策を実施していない事例でも、自

然的分解や希釈等によって環境基準値以下まで改善したことを確認しています。 

また、平成２４年に水質汚濁防止法が改正施行され、有害物質による地下水汚染

の未然防止を目的として、有害物質を使用・貯蔵等する施設を設置する事業場は、

地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及

びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。対象となる

事業者に対して指導を行い、地下水汚染の未然防止を推進しています。 

また、本市では、有害物質や油を貯蔵又は使用等する事業場の構造的な基準等を

定めた「熊本市地下水、土壌及び公共用水域の汚染防止対策要綱」を定めており、

建築確認申請の事前指導時など機会を捉えて汚染防止に関する指導を行っています。 

 

本市における地下水汚染事例数 

地下水汚染事例 件数 備考 

現在までに本市域で確認さ

れた地下水汚染事例 

25 件  

 うち、地下水質が改善

した事例 

13 件  

（古町地区、八王寺町地区、

山ノ内地区、託麻東地区、桜

木地区、若葉地区、長嶺地区、

黒髪地区、新南部地区、尾ノ

上地区、田崎Ａ地区、東野地

区、西原地区） 

地下水の環境基準を 3 年以

上達成した場合に改善した

と判断する。 

 

うち、現在も地下水が

汚染されている事例 

12 件 

（次頁の表参照） 
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現在も地下水が汚染されている事例（工場・事業場等が原因であるもの） 

番号 汚染の所在地 汚染物質 

最高地点濃度 （mg/L）  
環境基準値 

（mg/L）  

対策実施状況 

（R 元年度末） R 元年度の 

平均値 

過去最高値 

（年度） 

１ 向山春竹地区 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 2.1 31 (H6) 0.01 

市による 

地下水浄化対策 

実施中 

２ 清水町地区 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.82（H26） 5.0 (H5) 0.01 

事業者による 

地下水浄化対策 

休止中 

３ 高平台地区 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.32 330 (H3) 0.01 

事業者による 

地下水浄化対策 

実施中 

４ 弓削地区 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.0056※ 0.40 (H12) 0.01 

事業者による 

地下水浄化対策は 

R1 年 5 月で終了 

５ 八幡地区 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.052※ 1.6※ (H23) 0.04 
事業者による 

地下水浄化対策 

実施中 

  ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（注） 0.027※ 0.042※(H23) 0.002 

  ふっ素 6.5※ 9.5※ (H23) 0.8 

６ 健軍地区 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.015(H27) 3.3 (S63) 0.01 
浄化対策を終了し

地下水監視 

７ 託麻西地区 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.048 0.11 (H4) 0.01 地下水監視 

８ 小山地区 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.022 0.15 (H11) 0.01 地下水監視 

９ 城東地区 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.044 0.09 (H20) 0.01 地下水監視 

１０ 萩原地区 全ｼｱﾝ 1.2※ 10※ (H28) 
検出されないこと

（＜0.1） 

事業者による 

地下水浄化対策 

実施中 

  ｾﾚﾝ 0.027※ 0.47※ (H26) 0.01 

  鉛 0.11※ 2.1※ (H25) 0.01 

  ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.11※ 0.16※ (H26) 0.01 

  砒素 0.082※ 0.71※ (H25) 0.01 

  ふっ素 1.7※ 3.1※ (H27) 0.8 

１１ 春日地区 全ｼｱﾝ 0.1※ 1.9※ (H25) 
検出されないこと

（＜0.1） 
事業者による 

土壌汚染対策 

実施中   ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.022※ 0.59※ (H25) 0.01 

１２ 田崎地区② ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.29※ 8.4※ (H27) 0.01 

事業者による 

地下水浄化対策 

実施中 

※印が付いている測定値は、事業者による自主調査によるもの 

（注）平成 29 年 4 月 1 日から項目名が「塩化ビニルモノマー」から「クロロエチレン」に変更。 
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②硝酸性窒素による地下水汚染対策 

硝酸性窒素による地下水汚染は、畑地への過剰な施肥や家畜排せつ物の不適切な

処理などが原因で発生することから、汚染源や汚染範囲が広範囲に及ぶことが多く、

地下水を直接浄化する対策は技術的・経済的に非常に困難です。このため、汚染対

策では、土壌に負荷される窒素の量を削減することが最も重要となります。 

現在、本市では、植木町地域、北部地域、北西部地域及び東部地域において硝酸

性窒素による汚染が確認されています。これまでの調査では、これらの地域の主な

汚染の原因は、施肥または家畜排せつ物によるものと推定されています。 

また、主要な地下水帯である東部地域から江津湖周辺にかけて、経年的に濃度が

上昇傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（江津湖周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東部地域） 

地下水の硝酸性窒素濃度の経年変化 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

硝
酸
性
窒
素
濃
度
（
m

g/
L
）

T-9 水前寺（56 ｍ）

T-33 江津（25 m）

T-40 健軍（71 m）

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

硝
酸
性
窒
素
濃
度
（
m

g/
L
）

T-12 日向東（90 m）

T-13 日向西（70 m)
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本市では、熊本県が平成１７年に策定した「熊本地域硝酸性窒素削減計画」を受

け、本市内における具体的対策を定めた「熊本市硝酸性窒素削減計画」（現在第３次：

平成２７～令和元年度）を策定し、本計画に掲げた目標の達成に向け、対策を推進

しています。（下図参照） 

また、本市の重要なかん養域である東部地域において家畜排せつ物の適正処理と

広域流通を推進するため、家畜排せつ物処理施設(熊本市東部堆肥センター)の整備

を行い、平成 31 年４月から供用を開始しました。 

硝酸性窒素による地下水汚染は熊本地域全体の問題であり、上流域と一体となっ

て取り組む必要があることから、今後も熊本県及び熊本地域の市町村並びに関係者

との連携を図りながら対策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次熊本市硝酸性窒素削減計画に基づく各種対策の体系図 

 

③自然的要因による地下水汚染対策 

本市の南部地域、南西部地域及び植木町地域には、砒素・ふっ素・ほう素による

地下水汚染が確認されています。これは、自然的要因によるものと考えられていま

す。これまでの調査では、比較的低濃度で、また経年的な濃度の変動はほとんどみ

られていません。 

これらの地域では、飲用に関する啓発を行うとともに、今後も水質の監視を継続

していきます。 

 

 

発

生

源

対

策 

地下水量を増やすことで硝酸性窒素

濃度の低減を図ります。 

硝酸性窒素に汚染された地下水によ

る健康被害を防止します。 

硝酸性窒素対策を更に的確に推進す

るために調査・研究を行います。 

広域連携を推進して硝酸性窒素対策

に取組みます。 

Ⅰ-② 家畜排せつ物対策  

Ⅰ-③ 生活排水対策 

Ⅰ-① 施肥対策 

Ⅱ 水量保全対策 

Ⅲ 飲用水対策  

Ⅳ 調査・研究  

Ⅴ 広域連携 

Ⅰ 

汚 

染

防

止

対

策 

各発生源から地下水

へ移行する硝酸性窒

素の量を減らします。 

（窒素負荷量の低減） 
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３ 土壌汚染対策 

 

(１)土壌汚染対策法の施行状況 

  土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する

措置を定めること等による土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する目的

で、平成１５年２月に「土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）」が施行されました。 

 

① 土壌汚染状況調査 

同法では、２６種類の特定有害物質を使用等する特定施設（水質汚濁防止法に規定

するもの）を廃止したとき（法第３条第 1項）、一定規模以上の土地の形質の変更を行

う際にその土地に土壌汚染のおそれがあるとき（法第４条）などに、その土地の所有

者等に対して土壌汚染状況調査の実施及び報告を義務付けています。 

 

② 要措置区域等の指定等 

土壌汚染状況調査結果の報告から土壌汚染が判明した場合、土壌汚染による健康被

害が生ずるおそれがあると都道府県知事（本市を含む、法で定める政令市の場合は市

長。以下「市長」という。）が認めるときは「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれ

がないときには「形質変更時要届出区域」として、区域を指定・公示することとなっ

ています。 

   

③ 汚染除去等計画の作成及び提出の指示 

「要措置区域」については、市長が土地の所有者等に対して講ずべき汚染の除去等

の措置を示し、汚染除去等計画を提出すべきことを指示することとされています。 

   

④ 指定の解除 

区域の指定を受けた土地②について、汚染の除去等の措置により指定の理由がなく

なったときには、当該区域の指定は解除されます。 

 

熊本市における土壌汚染対策法の施行状況 

① 土壌汚染状況調査 累積件数（R元年度実績） 

有害物質を使用等する施設を使用廃止した時の土壌汚染状況調査実施

件数（法第３条第１項） 
１２件（０件） 

上記調査が免除されている土地の件数（法第３条第 1項ただし書）※1 ２７件（１件） 

法３条ただし書の土地で、９００ｍ2 以上の土地の形質の変更を行う際

の土壌汚染状況調査実施件数（法第３条第８項） 
１件（１件） 

一定規模以上の土地の形質の変更を行う際、土壌汚染のおそれがある土

地の土壌汚染状況調査実施件数（法第４条）※2 
３４件（５件） 
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土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査実施件数（法

第５条） 
０件(０件) 

※1 引き続き工場・事業場として使用する場合等は調査義務が一時的に免除される。 

※2現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では 900m2以上、それ以外の土地では 3,000m2以上 
 

② 区域の指定等 累積件数※(R元年度実績) 

「要措置区域」に指定された件数（法第６条） １０件（１件） 

「形質変更時要届出区域」に指定された件数（法第１１条） １９件（５件） 

※指定が解除された区域を含む 

 

③ 汚染除去等計画の提出の指示 累積件数(R元年度実績) 

土地所有者等に対して汚染除去等計画の提出等を指示した件数（法第

７条） 
１０件（１件） 

 

④ 指定の解除 累積件数(R元年度実績) 

「要措置区域」の指定が解除された件数（法第６条第４項） ６件（１件） 

「形質変更時要届出区域」の指定が解除された件数（法第１１条第２

項） 
３件（１件） 

 

 

(２)自主的な土壌汚染調査や措置への対応 

土壌汚染対策法の施行後、土地取引の際などに自主的な土壌調査や措置を実施する例が

増えています。市では、自主的な調査や措置に対して必要な助言や指導などを行っていま

す。 

また、自主的な土壌調査の結果から土壌汚染が判明した場合、土壌汚染対策法に基づき

市長へ要措置区域等への指定の申請（法第１４条）をすることができます。（令和元年度：

２件） 

 

 

(３)熊本市の自然的要因による土壌中の金属等の分布状況 

土壌汚染状況調査において金属等の汚染が判明した場合、その要因が人為的か自然的か

を判断する必要があります。 

この判断の資料とすることを目的に、自然的要因による土壌中の金属等の分布調査を、

平成１９～２３年度の５年間で実施しました。 

調査の概要及び結果は以下のとおりです。 

 

[調査の概要] 調査内容：土壌溶出量調査、土壌含有量調査 

調査項目：鉛、砒素、ふっ素、ほう素 

調査深さ：５ｍ 
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年度 地域 主な対象層 地点数 

Ｈ１９ 東部 託麻砂礫層、保田窪砂礫層、低地堆積物 １０地点 

Ｈ２０ 西部 低地堆積物、自然堤防堆積物 １１地点 

Ｈ２１ 南部 保田窪砂礫層、低地堆積物、火砕流堆積物 ９地点 

Ｈ２２ 中心部・北部 自然堤防堆積物、火砕流堆積物、託麻砂礫層 ６地点 

Ｈ２３ 全体 
低地堆積物、託麻砂礫層、火砕流堆積物、金峰山火山

岩類 
８地点 

 

地 域 調 査 調 査 結 果 

東部地域 

（託麻砂礫層） 

（保田窪砂礫層） 

（低地堆積物） 

溶出量試験 ○ ふっ素、ほう素は、託麻砂礫層、保田窪砂礫層、

低地堆積物で検出された箇所があり、低地堆積

物では溶出量基準を超過する地点も見られた。 

○ 砒素は、検出された地点はなかった。 

○ 鉛は、検出された地点があったが、溶出量基準

を超過する地点はなかった。 

含有量試験 ○ 鉛は、含有量基準の 1/10 以上の含有があった

地点があった。 

西部地域 

（低地堆積物） 

（自然堤防堆積物） 

溶出量試験 ○ ふっ素は、全ての地点で検出され、粘土・シル

ト層を中心に溶出量基準を超過する地点も見

られた。 

○ ほう素は、全ての地点で検出されたが、溶出量

基準を超過する地点はなかった。 

○ 砒素は、検出された地点が数地点あった。 

○ 鉛は、検出された地点はなかった。 

含有量試験 ○ 鉛は、含有量基準の 1/10 以上の含有があった

地点が数地点あった。 

○ ふっ素・ほう素・砒素は、全ての地点で含有量

基準の 1/10以上の含有はなかった。 

南部地域 

（保田窪砂礫層） 

（低地堆積物） 

（火砕流堆積物） 

溶出量試験 ○ ふっ素は、全ての地点で検出され、溶出量基準

を超過する地点も見られた。 

○ ほう素は、多くの地点で検出されたが、溶出量

基準を超過する地点はなかった。 

○ 砒素・鉛は、検出された地点が数地点あった。 

含有量試験 ○ 鉛は、含有量基準の 1/10 以上の含有があった

地点が数地点あった。 

○ ふっ素・ほう素・砒素は、全ての地点で含有量

基準の 1/10以上の含有はなかった。 
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中心部、北部 

（自然堤防堆積物） 

（火砕流堆積物） 

（託麻砂礫層） 

溶出量試験 ○ ふっ素は自然堤防堆積物、火砕流堆積物で検出

された箇所があり、自然堤防堆積物では溶出量

基準を超過する地点も見られた。 

○ ほう素・砒素が検出された地点があったが、溶

出量基準を超過する地点はなかった。 

○ 鉛は、溶出量基準を超過する地点が見られた。 

含有量試験 ○ 鉛は、含有量基準の 1/10 以上の含有があった

地点が数地点あった。 

○ ふっ素・ほう素・砒素は、全ての地点で含有量

基準の 1/10未満の含有量であった。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者）が指定調査機関に土壌調査を行わせ 

その結果を市長へ報告 

法第３条 

1. 有害物質使用特定施設

の使用を廃止したとき 

2. 1の調査免除※1を受けた

土地で、900ｍ2 以上の土

地の形質変更を行うと

き等 

法第４条 

一定規模以上の土地※2 の形

質変更の届出の際に土壌汚

染のおそれがあると市長が

認めるとき 

法第５条 

土壌汚染により健康被害が

生ずるおそれがあると市長

が認めるとき 

法第１４条 

自主調査において土壌汚染が判明

した場合において土地所有者等が

市長へ区域の指定を申請 

※土壌調査は指定調査機関が、公正に

法に則った方法で実施する必要があ

る 

土 壌 の 汚 染 状 態 が 指 定 基 準 を 超 過 し た 場 合 

◆要措置区域◆ 

法第６条 

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあ

るため、汚染の除去等の措置が必要な区域 

法第７条 

汚染除去等計画の提出等を市長が指示 

法第９条 

土地の形質変更の原則禁止 

◆形質変更時要届出区域◆ 

法第１１条 

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがな

いため、汚染の除去等の措置が不要な区域（摂取経路の遮

断が行われた区域を含む。） 

法第１２条 

土地の形質変更時に市長に計画の届出が必要 

摂
取
経
路
の
遮
断 

区域の指定 

調査の契機 

土 壌 汚 染 対 策 法 の 概 要 

※1 有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合であっても、引き続き工場・事業場として使用する場合等は調査義務が一時的に免除される（法第３条第 1 項ただし書）。  

※2 現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では 900m2 以上、それ以外の土地では 3,000m2 以上の土地。  

2
9
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４ 化学物質への対応 

 

①  内分泌かく乱化学物質の環境濃度調査 

内分泌かく乱化学物質（いわゆる環境ホルモン）対策については、環境省

において、平成１０年から調査研究に取り組み、平成２２年７月には「化学物

質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応－ EXTEND2010－」が取りまとめられ、こ

の対応方針に基づき各種、取組みが推進されています。 

本市では、平成１１年度以降、公共用水域（河川）における調査を継続的

に実施してきましたが、人の健康や魚類への影響が明らかになったことから、

平成２０年以降は、これまでの調査での検出状況も踏まえ、対象物質の見直

しを行いながら調査を継続しています。令和元年度は２物質（4-ｔ-オクチルフェノ

ール、フタル酸ジエチルヘキシル）について、５地点で調査を実施しました（年１回）。

その結果、全国の調査結果と比較して、高濃度の物質は検出されていません。  

 

環境ホルモン調査結果（令和元年度） 

（単位：mg/L）  

採水地点 4-ｔ-オクチルフェノール  フタル酸ジエチルヘキシル  

尾崎橋 

（井芹川） 
0.00007 未満 0.02 未満 

吉原橋 

（白川） 
0.00007 未満 0.02 未満 

秋津橋 

（加勢川） 
0.00007 未満 0.02 未満 

六双橋 

（天明新川） 
0.00007 未満 0.02 未満 

上代橋 

（坪井川） 
0.00007 未満 0.02 未満 
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②ダイオキシン類の環境濃度調査 

ダイオキシン類については、平成１２年１月、その強い人体影響から、「ダ

イオキシン類対策特別措置法」が施行され、環境基準や排出基準が設定され

ました。  

本市では、同法に基づき、平成１２年度から公共用水域の水質・底質、地

下水の水質及び土壌の監視調査を継続して実施しています。  

令和元年度は、市内１０地点（水質は河川、海域及び地下水の５地点、底

質は河川及び海域の３地点、土壌は２地点）で調査を実施しました。その結

果、全ての調査地点で環境基準値未満でした。  

 

ダイオキシン類調査結果（令和元年度） 

環境媒体 分類等 地点名 測定結果※ 環境基準値 

公共用水域 

水質 

河川 

芦原橋（合志川） 0.073 

1pg-TEQ/L 

吉原橋（白川） 0.058 

海域 St-8（緑川河口） 0.10  

地下水質 

城南隈庄地区(T-108) 0.048 

城南島田地区(T-109) 0.048 

公共用水域 

底質 

河川 

芦原橋（合志川） 0.18 

150 pg-TEQ/g 吉原橋（白川） 0.17 

海域 St-8（緑川河口） 1.2 

土壌 一般環境 

北区兎谷公園 0.0054 

1,000 pg-TEQ/g 

東区長嶺出口公園 0.13 

※測定結果の単位は、水質については pg-TEQ/L、底質・土壌については pg-TEQ/g 
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③事業者によるダイオキシン類自主測定結果について 

「ダイオキシン類対策特別措置法」では、特定施設の設置者は、排出水に  

ついて、ダイオキシン類濃度を毎年１回以上測定し、市に報告することが義  

務付けられています。  

 本市内には、排出水の水質基準が対象となる特定施設をもつ事業場が２箇

所あり、いずれも自主測定結果は、排出基準値を満たしていました。  

 

ダイオキシン類自主測定結果（令和元年度） 

事業場名称 特定施設 施設数 測定結果※ 水質排出基準値 

南部浄化センター 下水道終末処理施設 1 施設 0.000063 10 pg-TEQ/L 

東部浄化センター 

（西側排出口） 
下水道終末処理施設 1 施設 

0.000026 10 pg-TEQ/L 

東部浄化センター 

（東側排出口） 
0.000051 10 pg-TEQ/L 

※測定結果の単位は、pg-TEQ/L 

 


